
   善通寺市建設工事公募型指名競争入札実施要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は，本市が発注する建設工事において，事前に入札参加を希望する者を

募集し，その応募者のうちから入札参加者を選定する方式（以下「公募型指名競争入札」

という。）の実施に関し，善通寺市契約規則（平成１０年善通寺市規則第５号。以下

「契約規則」という。）に定めるもののほか，必要な事項を定めるものとする。 

（対象工事） 

第２条 対象とする工事は，予定価格３千万円以上１億５千万円未満の建設工事のうち，

善通寺市工事請負等審査委員会規程（昭和５２年善通寺市規程第２号）第１条に規定す

る善通寺市工事請負等審査委員会（以下「審査委員会」という。）の審議を経て，市長

が決定する建設工事とする。ただし，必要に応じ公募型指名競争入札に適すると認めら

れる場合は，３千万円未満の建設工事についても対象とすることができる。 

（応募資格要件） 

第３条 公募型指名競争入札に応募する者に必要な資格は，次のとおりとする。 

⑴ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７

条の４第１項各号に該当しない者 

⑵ 本市の建設工事に係る入札参加資格者名簿（契約規則第２１条第２項に規定する名

簿をいう。）に登載されている者 

⑶ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）及び民事再生法（平成１１年法律第２２

５号）の適用を申請した者にあっては，同法に基づく裁判所からの更生手続き開始決

定がされている者 

⑷ 当該工事に係る公告の日から入札執行の日までの間において，本市から指名停止措

置を受けていない者 

⑸ 当該工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において

関連がある建設業者でない者 

２ 前項に定めるもののほか，市長は，工事の種類，規模，技術的難度等に応じ必要があ

るときは審査委員会の審議を経て，次に掲げる資格要件を対象工事ごとに設けることが

できる。 

⑴ 当該工事の工種における本市の格付等級に関すること。 



⑵ 当該工事の工種における経営事項審査結果通知書の総合評定値に関すること。 

⑶ 当該工事の工種における建設業の許可に関すること。 

⑷ 当該工事に配置予定の主任技術者又は監理技術者に関すること。 

⑸ 当該工事と同種又は類似の工事の施工実績に関すること。 

⑹ 営業所等の所在地に関すること。 

⑺ 前各号に定めるもののほか，必要と認める事項に関すること。 

３ 共同企業体方式で発注する場合の資格要件は，前２項に定めるもののほか，善通寺市

建設工事共同企業体事務取扱要領（平成４年善通寺市公告第３６号。以下「事務取扱要

領」という。）に規定する資格要件とする。 

（公表） 

第４条 市長は，公募型指名競争入札を実施する場合は，公募型指名競争入札に応募する

者に必要な資格，入札の場所及び日時その他入札に必要な事項を公表するものとする。 

（資格申請） 

第５条 公募型指名競争入札に応募しようとする者は，公表において指定された申請期間

内に，次に掲げる書類により市長に申請しなければならない。 

⑴ 公募型指名競争入札参加資格審査申請書 

⑵ 工事施工実績調書 

⑶ 配置予定技術者調書 

⑷ 前各号に定めるもののほか，資格審査に必要と認めた書類 

２ 共同企業体方式により，当該工事の入札を行う場合は，前項に定めるもののほか，事

務取扱要領に定める書類を市長に提出しなければならない。 

３ 前２項の規定により提出された書類は，入札執行後もこれを返却しない。 

（資格審査） 

第６条 市長は，前条に基づく申請を受けたときは，審査委員会の審議を経て，入札参加

資格の有無の審査を行うものとする。 

（指名通知） 

第７条 市長は，前条の審査の結果，入札参加資格を有すると認められる者のうちから指

名業者を選定し，申請期限の日の翌日から起算して１０日以内に指名通知書により通知

する。この場合において，指名業者として選定しなかった者に対しては，その理由を付

して非指名通知書により通知する。 



 （非指名業者への理由説明） 

第８条 前条の規定に基づく非指名通知書を受けた者は，その通知日の翌日から起算して

７日以内に文書により市長に対して当該通知に付された理由についての説明を求めるこ

とができる。 

２ 市長は，前項の説明を求められた場合は，速やかにその理由を回答しなければならな

い。 

（混合入札） 

第９条 共同企業体方式により発注する工事であっても，工事の規模や内容等に照らし単

体で施工できる企業（以下，「単体企業」という。）がいると認められる場合には，単

体企業と共同企業体との混合による入札を行うことができるものとする。 

（入札の中止） 

第１０条 市長は，指名業者を２社以上選定することができない場合には，入札を中止す

ることができる。 

（入札参加者の心得） 

第１１条 入札参加者が守らなければならない事項は，善通寺市入札参加者心得（平成

２７年４月１日施行）の定めるところによる。 

（入札結果の公表） 

第１２条 入札結果の公表は，善通寺市競争入札結果等の公表に関する要綱（昭和５７年

善通寺市告示第１２号）の定めるところによる。 

  

  附 則 

この要綱は，平成３０年４月１日から施行する。 

 附 則 

この要綱は，令和５年４月１日から施行する。 

 


